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令和 4 年網走市議会第 4 回定例会 議案 



令和 4 年網走市議会第 4 回定例会 議案 

 

番号 議案番号 件                         名 

1 議案第1号 令和4年度網走市一般会計補正予算 

2 議案第2号 令和4年度網走市国民健康保険特別会計補正予算 

3 議案第3号 網走市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 

4 議案第4号 網走市中小企業振興条例の一部を改正する条例制定について 

5 議案第5号 
網走市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

6 議案第6号 網走市公の施設に係る指定管理者の指定について 

 



議案第 1 号 

 

令和 4 年度網走市一般会計補正予算 

 

 令和 4 年度網走市の一般会計補正予算（第 9 号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 65,107 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,346,423 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

  令和 4 年 12 月 6 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 





第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 補 正  

（ 追 加 ）  

事      項 期  間 限度額（千円） 

網走市南コミュニティセンター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１６，２７８ 

網走市潮見コミュニティセンター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１６，１０８ 

網走市北コミュニティセンター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１６，３２６ 

網走市西コミュニティセンター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１４，６６６ 

網走市西網走コミュニティセンター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１５，２６８ 

網走市呼人コミュニティセンター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１５，１３９ 

網走市向陽ケ丘住民センター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１４，６５８ 

網走市駒場住民センター管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１４，５５２ 

網走市音根内地区福祉会館管理委託料【見直し分】 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
９ 

網走市能取地区福祉会館管理委託料【見直し分】 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
１２ 

網走市鉄道記念館管理委託料 

（指定管理者制度） 

令和 5年度から 

令和 7年度まで 
２，９６７ 

 



 



議案第 2 号 

 

令和４年度網走市国民健康保険特別会計補正予算 

 

 令和４年度網走市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 7,937 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,324,301 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 4 年 12 月 6 日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 





議案第 3号 

 

 

網走市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 網走市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和 4年 12月 6日提出 

 

 

網走市長 水  谷  洋  一 
 
 
 

網走市水道事業給水条例の一部を改正する条例 
 

 網走市水道事業給水条例 (昭和 37年条例第 9号)の一部を次のように改正する。 

 

第 8 条第 3 項中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の次に「又は民法（明治 29 年法律

第 89 号）第 213条の 2第 3項の通知をした旨の誓約書」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 





議案第 4号 

 

 

網走市中小企業振興条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 網走市中小企業振興条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

  令和 4年 12月 6日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市中小企業振興条例の一部を改正する条例 

 

網走市中小企業振興条例（昭和 44年条例第 19号）の一部を次のように改正する。 

 

第 2 条第 3 号中「中小企業者及び中小企業団体」を「中小企業者、中小企業団体及び中小企業信

用保険法（昭和 25年法律第 264号）第 2条第 1項第 6号に定めるもの」に改める。 

第 2 条第 5 号中「国民生活金融公庫、商工組合中央金庫及び中小企業金融公庫」を「日本政策金

融公庫及び商工組合中央金庫」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 





議案第 5号 

 

 

網走市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

 網走市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり定める。 

 

  令和 4年 12月 6日提出 

 

網走市長 水  谷  洋  一 

 
 

網走市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 

網走市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成 9年条例第 13条）の一部を次のように改める。 

 

第 13 条の次に次の 1条を加える。 

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付) 

第 13 条の 2 前 2 条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 7

項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)第 22 条第 1 項に規定する利用者証明用電子証

明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム

機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続

された民間事業者等が設置する端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するも

のをいう。)に自ら暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付

を申請し、その交付を受けることができる。 

第 14 条中「記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。」を「記録し、当該

記録したものをプリンターから打ち出したものをいう。」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 5年 3月 27日から施行する。 

 





議案第 6号 

 

 

網走市公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

 網走市公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定したいので、地方

自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和 4年 12月 6日提出 

網走市長 水  谷  洋  一 

記 

施 設 の 名 称 指定管理者となる団体の名称等 指定の期間 

1 網走市南コミュニティセンター 
網走市南コミュニティセンター運営
委員会 
委員長 鈴木 忠志 

令和 5年 4月 1 日～ 
令和 8年 3月 31日 

2 網走市潮見コミュニティセンター 
網走市潮見コミュニティセンター運
営委員会 
委員長 黒田 幸市 

〃 

3 網走市北コミュニティセンター 
網走市北コミュニティセンター運営
委員会 
委員長 本間 弘哉 

〃 

4 網走市西コミュニティセンター 西地区地域活動推進協議会 
会長 國分 安三 

〃 

5 網走市西網走コミュニティセンター 
網走市西網走コミュニティセンター
運営委員会 
委員長 阿部 有市 

〃 

6 網走市呼人コミュニティセンター 
網走市呼人コミュニティセンター運
営委員会 
委員長 川村 富士雄 

〃 

7 網走市向陽ケ丘住民センター 
網走市向陽ヶ丘住民センター運営委
員会 
委員長 古田 純也 

〃 

8 網走市駒場住民センター 網走市駒場住民センター運営委員会 
委員長 木村 忠 

〃 

9 さんごそう保育園 
網走市へき地さんごそう保育園運営
委員会 
運営委員長 奥泉 誠 

〃 

10 網走市農村環境改善センター 
網走市へき地はまなす保育園運営委
員会 
運営委員長 工藤 孝行 

〃 

11 網走市鉄道記念館 
網走市鉄道記念館管理運営委員会 
会長 河野 良彦 

〃 
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